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理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

た
だ
、
冒
頭
の
「
池
神
」
と
い
う
語
句
に
つ
い
て
は
、
そ
の
ま
ま
で
地
名
と

す
る
説
や
「
池
上
」
と
解
し
て
地
名
と
捉
え
る
説
、
文
字
通
り
「
池
の
神
」
と

と
る
説
や
、「
池
神
寺
」
と
い
う
寺
名
と
考
え
る
説
な
ど
、
未
だ
に
定
説
が
な
い
。

旧
稿
で
も
、
一
応
「
池
神
」
を
地
名
と
結
論
し
た
も
の
の
、
場
所
を
特
定
す
る

に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
。

し
か
し
そ
の
後
、
万
葉
文
化
館
内
で
研
究
会
が
実
施
さ
れ
た
第
七
回
万
葉
文

化
館
委
託
共
同
研
究
「
伎
楽
面
・
舞
楽
面
・
能
面
・
狂
言
面
の
比
較
研
究
」（
研

究
代
表
者
・
見
市
泰
男
氏
）
の
研
究
会
を
傍
聴
さ
せ
て
い
た
だ
く
中
で
、
有
力

な
関
連
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
小
論
を
し
た
た

め
こ
こ
に
報
告
す
る
次
第
で
あ
る
。
関
係
者
各
位
に
は
、
記
し
て
謝
意
を
表
し

た
い
。

な
お
、
当
該
共
同
研
究
は
平
成
二
十
四
年
度
・
二
十
五
年
度
の
約
一
年
半
に

亘
り
実
施
さ
れ
た
。
そ
の
成
果
の
一
部
が
本
誌
に
公
表
さ
れ
て
い
る
。
併
読
を

乞
う
。

二　
「
池
神
」
を
め
ぐ
る
諸
問
題

旧
稿
と
重
な
る
部
分
も
多
い
が
、
便
宜
上
ま
ず
は
『
万
葉
集
』
巻
十
六
の
三

八
三
一
番
歌
の
問
題
点
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

1　

地
名
説

一　

は
じ
め
に

以
前
『
万
葉
集
』
に
お
け
る
「
伎
楽
」
に
つ
い
て
考
え
た
こ
と
が
あ
り
１

、

そ
の
際
に
次
の
歌
を
取
り
上
げ
た
。

　
　
　
　

詠
白
鷺
啄
木
飛
歌

　
　

池
神　

力
士
儛
可
母　

白
鷺
乃　

桙
啄
持
而　

飛
渡
良
武

　
　
　
　

白
鷺
の
木
を
啄く

ひ
て
飛
ぶ
を
詠
め
る
歌

　
　

池
神
の
力
士
舞
か
も
白
鷺
の
桙ほ

こ

啄
ひ
持
ち
て
飛
び
わ
た
る
ら
む

（
16
三
八
三
一
）

当
該
歌
は
従
来
、
契
沖
や
賀
茂
真
淵
を
も
悩
ま
せ
た
難
解
歌
で
あ
っ
た
が
、

昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
の
『
続
群
書
類
従
』（
第
十
九
輯
上
、
管
弦
部
）
な

ど
に
お
い
て
狛
近
真
の
楽
書
『
教
訓
抄
』（
一
二
三
三
年
）
が
翻
刻
・
紹
介
さ
れ
、

そ
こ
に
記
さ
れ
た
「
妓
楽
」
十
曲
の
う
ち
の
「
力
士
」
と
い
う
曲
名
と
の
関
連

が
指
摘
さ
れ
る
に
至
っ
て
、「
伎
楽
」
に
関
連
す
る
内
容
を
詠
ん
だ
歌
と
し
て

「
池
神
の
力
士
舞
」
再
考

井
上　

さ
や
か
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ま
た
、
松
岡
静
雄
『
日
本
古
語
大
辞
典
』（
一
九
二
九
年
）
は
、
早
く
に
「
池

神
」
を
地
名
と
み
て
「
池
坐
朝
霧
黄
幡
比
売
神
社
」
と
断
じ
た
が
、
そ
の
論
拠

は
述
べ
て
い
な
い
。

2　

神
名
説

一
方
、「
池
神
」を
文
字
通
り「
池
の
神
」と
解
釈
す
る
説
と
し
て
は
、契
沖『
萬

葉
代
匠
記
』（
精
選
本
、
一
六
九
〇
年
）
が
あ
る
。「
池
神
ハ
、
池
ヲ
領
ス
ル
神

ナ
リ
」
と
し
た
上
で
、

初
ノ
二
句
ニ
、
二
ツ
ノ
意
侍
ル
ベ
シ
。
一
ツ
ニ
ハ
、
池
神
ノ
タ
メ
ニ
、
鷺

ノ
桙
啄
持
テ
力
士
舞
ヲ
ナ
ス
ナ
リ
。
二
ツ
ニ
ハ
、
池
神
ノ
鷺
ト
化
シ
テ
、

力
士
舞
ヲ
シ
テ
ミ
ヅ
カ
ラ
心
ヲ
慰
サ
ム
ル
ナ
リ
。

と
記
し
て
い
る
。

土
屋
文
明
『
万
葉
集
私
注
』（
一
九
四
九
年
）
も
、「
池
上
」
と
す
る
場
合
の

訓
読
の
問
題
点
に
言
及
し
た
上
で
、「
池
を
支
配
す
る
神
と
見
る
べ
き
だ
」
と

指
摘
し
て
い
る
。

3　

両
説
併
記
な
ど

鹿
持
雅
澄
『
万
葉
集
古
義
』（
一
八
三
九
年
）
で
は
、
契
沖
と
賀
茂
真
淵
と

の
両
先
学
の
説
を
併
記
し
、
ど
ち
ら
と
も
決
め
か
ね
て
い
る
様
子
で
あ
る
。

鴻
巣
盛
廣
『
萬
葉
集
全
釈
』（
一
九
三
〇
年
）
で
は
、
地
名
と
し
つ
つ
、
一

説
と
し
て
「
生
駒
郡
富
郷
村
岡
本
な
る
法
起
寺
」
と
い
う
見
解
も
あ
わ
せ
て
紹

最
初
に
問
題
を
指
摘
し
た
の
は
、
万
治
四
年
（
一
六
六
一
）
の
奥
書
を
持
つ

『
萬
葉
見
安
』
２

で
あ
っ
た
。

　
　

一
池イ

ケ
カ
ミ
リ
キ
シ
マ
ヒ
カ
モ

神
力
士
儛
可
母　

イ
ケ
カ
ミ
ハ
所
ノ
名
也
。
力
士
ハ
寺
ノ
門
ニ
タ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

テ
ル
二
王
也
。

　
　

一
白シ

ラ
サ
キ
ノ
ホ
コ
ク
ヒ
モ
チ
テ

鷺
乃
桙
啄
持
而　

木
ノ
枝
ヲ
ク
ハ
ヘ
タ
ル
ヲ
ホ
コ
ト
ヨ
メ
ル
也
。

「
池
神
」
を
地
名
と
解
し
、「
力
士
」
を
寺
の
門
を
守
る
仁
王
像
と
見
る
こ
と
、

そ
し
て
白
鷺
が
「
木
の
枝
」
を
く
わ
え
て
い
る
様
子
を
ホ
コ
ク
ヒ
モ
チ
テ
と
た

と
え
て
表
現
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
当
時
す
で
に
伎
楽
は
廃
れ
、「
力
士
舞
」

が
伎
楽
の
曲
目
を
指
す
で
あ
ろ
う
こ
と
は
ま
だ
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

そ
う
し
た
見
解
は
、そ
の
ま
ま
北
村
季
吟
『
万
葉
拾
穂
抄
』（
一
六
八
六
年
）

に
も
踏
襲
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、賀
茂
真
淵（
狛
諸
成
補
訂
）『
万
葉
考
』（
一
七
六
八
年
）に
お
い
て
は
、

「
池
神
」
を
「
借
字
に
て
池
上
也
、
大
和
国
に
在
」
と
具
体
的
な
場
所
に
比
定

し
た
。
橘
千
蔭
『
万
葉
集
略
解
』（
一
七
九
六
年
）
に
お
い
て
も
、「
大
和
十
市

郡
池
上
郷
あ
り
、
神
は
借
字
に
て
、
此
池
上
か
、
そ
こ
に
て
か
ゝ
る
舞
を
せ
し

事
有
か
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
井
上
通
泰
『
万
葉
集
新
考
』（
一
九
一
五
年
）
以
降
、
諸
注
釈
書
は
、

地
名
の
「
池
上
」
は
池
の
ほ
と
り
の
意
味
で
あ
り
、「
い
け
の
へ
」
な
ど
と
訓

む
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
反
論
し
て
い
る
。
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訓
抄
』
を
知
る
現
在
で
は
も
は
や
動
き
よ
う
が
な
い
だ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、「
池
神
」
の
地
で
上
演
さ
れ
る
「
力
士
舞
」
で
あ
ろ
う
か
、
と

い
う
文
脈
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
。

そ
こ
で
、「
池
神
」
が
伎
楽
曲
「
力
士
」
に
関
わ
る
地
名
で
あ
っ
た
可
能
性

を
検
討
し
た
い
。
た
だ
し
、
す
で
に
指
摘
が
あ
る
と
お
り
訓
読
上
の
問
題
が
生

ず
る
「
池
上
」
と
の
混
同
は
避
け
る
べ
き
で
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
一
説
に
寺

名
か
と
も
あ
っ
た
が
、
現
時
点
で
管
見
で
は
「
池
神
寺
」
の
存
在
を
確
認
で
き

な
い
。
そ
こ
で
、
残
る
可
能
性
に
つ
い
て
、
以
下
検
討
し
た
い
。

三　
「
池
神
戸
」

旧
稿
で
も
触
れ
た
が
、『
正
倉
院
文
書
』（
第
十
巻
）に
よ
る
と
、天
平
二
年（
七

三
〇
）
の
「
大
倭
国
大
税
并
神
税
収
納
帳
」
に
、「
池
神
戸
」
と
あ
る
。
こ
の

こ
と
に
、
あ
ら
た
め
て
注
目
し
て
お
き
た
い
。

　

池
神
戸　

稲
壹
拾
陸
束　

租
陸
拾
壹
束　

合
柒
拾
柒
束　

用
伍
拾
肆
束

　
　
　
　
　
［
祭
神
四
束　

神
嘗
酒
料
五
十
束
］　

残
貳
拾
参
束

こ
の
「
池
神
戸
」
は
、「
城
下
郡
」
の
条
に
あ
り
、
続
い
て
「
鏡
作
神
戸
」

の
項
目
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
鏡
作
神
社
の
周
辺
に
あ
っ
た
神
戸
で
あ
る
こ
と
が

う
か
が
え
る
。

介
し
て
い
る
が
、
明
確
な
論
拠
を
あ
げ
て
い
な
い
。
森
本
治
吉
『
萬
葉
集
大
辞

典　

第
一
巻
（
ア
行
）』（
一
九
四
三
年
）
は
、
松
岡
静
雄
の
「
池
坐
朝
霧
黄
幡

比
売
神
社
」
説
を
紹
介
し
つ
つ
も
、「
力
士
舞
」
は
寺
院
関
係
の
舞
で
あ
る
と

し
て
、
隣
接
の
法
貴
寺
と
結
論
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
論
拠
に
は
『
日
本
霊
異

記
』
に
み
え
る
「
岡
本
尼
寺
」
と
も
称
さ
れ
た
平
群
郡
斑
鳩
村
の
法
起
寺
の
記

事
を
あ
げ
て
お
り
、
両
者
を
混
同
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
あ
る
い
は
鴻
巣
説

も
同
様
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

現
代
に
お
い
て
も
、
最
新
の
注
釈
書
で
あ
る
多
田
一
臣
氏
『
万
葉
集
全
解　

6
』（
二
〇
一
〇
年
）
や
、
阿
蘇
瑞
枝
氏
『
萬
葉
集
全
歌
講
義　

第
8
巻
』（
二

〇
一
二
年
）
は
、
当
該
部
分
を
地
名
で
あ
る
と
し
て
も
所
在
未
詳
と
し
て
、「
池

の
神
」
説
や
「
寺
の
名
」
説
な
ど
を
併
記
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、「
池
神
」
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
未
だ
に
定
説
が
な
い
状

況
で
あ
る
。

こ
こ
で
歌
の
表
現
に
立
ち
か
え
っ
て
み
る
と
、「
池
神
の
力
士
舞
か
も
」
と

あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
原
因
推
量
の
「
ら
む
」
が
あ
る
と
お
り
、
後
半
部

の
「
白
鷺
の
桙
啄
ひ
持
ち
て
飛
び
わ
た
る
」
様
子
か
ら
、「
池
神
の
力
士
舞
」

が
連
想
さ
れ
た
と
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、「
池
神
」
が
「
力
士
舞
」

と
密
接
な
関
係
に
あ
る
と
認
識
さ
れ
た
上
で
の
表
現
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
疑
い

よ
う
が
な
い
。
し
か
も
、
白
鷺
が
枝
か
何
か
を
く
わ
え
持
つ
様
子
に
通
じ
る
舞

が
「
力
士
舞
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
伎
楽
の
曲
目
を
指
す
と
い
う
理
解
も
、『
教
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内
地
は
そ
の
ま
ま
に
、
川
筋
を
直
線
に
変
更
す
る
工
事
が
行
わ
れ
た
た
め
で
、

旧
地
名
が
磯
城
郡
川
東
村
法
貴
寺
で
あ
っ
た
の
も
、
そ
う
し
た
立
地
に
よ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
か
つ
て
の
川
筋
は
、
現
在
は
細
長
い
公
園
と
し
て
整
備
さ
れ
、

そ
の
名
残
を
伝
え
て
い
る
。

「
法
貴
寺
」
の
地
名
は
、
も
と
も
と
同
名
の
巨
刹
が
当
地
に
あ
っ
た
こ
と
に

よ
る
も
の
で
、
神
仏
習
合
の
時
代
に
は
「
池
坐
朝
霧
黄
幡
比
売
神
社
」
は
そ

の
鎮
守
神
と
さ
れ
た
。
現
在
は
、
同
神
社
の
境
内
の
北
側
に
、「
千
万
院
」
と

称
さ
れ
る
小
堂
だ
け
が
残
る
。
法
貴
寺
の
本
坊
で
あ
っ
た
実
相
院
の
縁
起
に
は
、

「
暦
録
曰
」
と
し
て
、
聖
徳
太
子
が
推
古
天
皇
二
四
年
（
六
一
六
）
に
草
創
し

て
秦
河
勝
に
賜
っ
た
と
伝
え
る
。
百
済
国
か
ら
将
来
し
た
薬
師
如
来
三
尊
像
を

本
尊
と
し
て
仏
法
の
原
始
の
寺
と
し
、
そ
の
意
味
で
「
法
起
寺
」
ま
た
「
法
貴

寺
」
と
号
し
た
と
い
い
、
中
世
に
は
春
日
若
宮
社
の
祭
礼
に
あ
ず
か
る
長
谷
川

党
の
氏
寺
と
な
り
、
興
福
寺
大
乗
院
の
末
寺
と
し
て
栄
え
た
と
い
う
。

た
だ
、
実
相
院
の
縁
起
は
寛
文
一
二
年
（
一
六
七
二
）
の
史
料
で
あ
り
、
そ

れ
よ
り
遡
る
時
代
の
史
料
に
同
様
の
記
述
が
確
認
で
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
事

実
は
不
明
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

「
池
坐
朝
霧
黄
幡
比
売
神
社
」
に
つ
い
て
は
、『
延
喜
式
』
の
河
内
金
剛
寺
本

に
は
「
池
坐
朝
霧
横
幡
比
売
神
社
」
と
あ
り
、「
黄
」
で
は
な
く
「
横
」
が
本

来
の
名
で
は
な
か
っ
た
か
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
６

。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
機

織
り
を
職
能
と
し
た
集
団
と
の
関
わ
り
が
示
唆
さ
れ
、
秦
氏
と
の
ゆ
か
り
が
深

い
と
み
ら
れ
る
。
隣
接
す
る
法
貴
寺
が
秦
河
勝
の
創
建
と
伝
わ
る
の
も
、
当
地

鏡
作
神
社
は
、『
延
喜
式
』
神
名
帳
に
「
鏡
作
坐
天
照
御
魂
神
社
」
と
あ
る

神
社
と
み
ら
れ
、
奈
良
県
磯
城
郡
田
原
本
町
八
尾
ド
ウ
ズ
の
鏡
作
神
社
に
比
定

さ
れ
て
い
る
３

。
当
地
は
『
和
名
抄
』
に
「
城
下
郡
鏡
作
」
と
あ
る
場
所
で
あ
り
、

同
郡
内
に
「
池
神
戸
」
も
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と

も
天
平
二
年
当
時
、
城
下
郡
に
「
池
」
と
い
う
地
名
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が

い
知
れ
る
。

ま
た
、
同
じ
く
『
延
喜
式
』
に
よ
れ
ば
、
城
下
郡
に
は
「
池
坐
朝
霧
黄
幡
比

売
神
社
」
も
み
え
る
。
官
幣
に
預
か
る
大
社
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
神
社
名

に
「
―
坐
」
と
あ
る
場
合
、
特
定
の
地
名
を
冠
し
て
そ
の
地
を
鎮
護
す
る
神
社

で
あ
る
こ
と
か
ら
４

、「
池
」
と
い
う
地
名
が
城
下
郡
内
に
存
在
し
、
そ
こ
に
鎮

座
す
る
神
社
が
「
池
坐
朝
霧
黄
幡
比
売
神
社
」
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
正
税
帳
に
記
さ
れ
た
「
池
神
戸
」
と
は
、
こ
の
「
池
坐
朝

霧
黄
幡
比
売
神
社
」
で
あ
っ
た
可
能
性
が
極
め
て
高
い
。

「
池
坐
朝
霧
黄
幡
比
売
神
社
」
は
、
磯
城
郡
田
原
本
町
法
貴
寺
に
あ
る
社
に

比
定
さ
れ
て
お
り
、
同
社
の
創
建
は
不
詳
だ
が
、
大
同
元
年
（
八
〇
六
）
の
牒

に
よ
り
神
封
を
寄
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
以
前
の
創
建
と
み
ら
れ
て

い
る
。
天
慶
九
年
（
九
四
六
）
九
月
一
九
日
に
北
野
天
満
宮
よ
り
祭
神
を
勧
請

し
て
、
法
貴
寺
天
満
宮
と
も
称
せ
ら
れ
た
と
い
う
５

。

現
在
は
大
和
川
の
西
岸
に
位
置
す
る
が
、
昭
和
五
七
年
刊
行
の
『
式
内
社
調

査
報
告
』（
第
三
巻　

京
・
畿
内
3
）
掲
載
の
地
図
に
お
い
て
は
、
蛇
行
し
た

大
和
川
の
東
岸
に
位
置
し
て
い
る
。
こ
れ
は
同
年
に
起
こ
っ
た
水
害
の
後
、
境
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（『
日
本
書
紀
』
推
古
天
皇
二
十
年
）

百
済
人
で
あ
る
味
摩
之
が
来
朝
し
、「
呉
に
学
ん
で
伎
楽
の
舞
を
習
得
し
た
」

と
言
っ
た
の
で
、
桜
井
に
住
ま
わ
せ
、
少
年
を
集
め
て
そ
の
舞
を
習
わ
せ
た
、

と
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
桜
井
」
と
は
、
現
在
の
奈
良
県
高
市
郡
明
日
香
村
豊

浦
周
辺
を
指
す
７

。

一
方
、『
新
撰
姓
氏
録
』（
八
一
五
年
）
に
は
、
左
京
諸
蕃
下
の
和
薬
使
主
の

項
に
、
祖
は
呉
国
主
の
孫
・
智
聡
で
あ
り
、
欽
明
天
皇
の
時
代
に
、
仏
教
や
儒

教
の
経
典
・
医
薬
書
・
仏
像
な
ど
と
と
も
に
「
伎
楽
調
度
」
を
一
揃
い
将
来
し

た
と
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
調
度
は
、
平
安
時
代
当
時
に
は
「
大
寺
」
に
在
っ

た
と
い
う
８

。
た
だ
し
、『
日
本
書
紀
』
を
見
て
も
、
欽
明
天
皇
二
十
三
年
八
月

条
に
み
え
る
高
句
麗
と
の
交
戦
記
録
に
は
、「
伎
楽
調
度
」
に
つ
い
て
の
言
及

は
な
い
。
伎
楽
の
楽
器
や
衣
装
道
具
類
が
初
め
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
が
欽
明
天

皇
の
時
代
で
あ
り
、
味
摩
之
が
歌
舞
を
伝
え
た
の
が
推
古
天
皇
の
時
代
、
と
考

え
れ
ば
一
応
の
整
合
性
は
あ
る
。

伎
楽
は
、
独
特
の
面
を
用
い
る
滑
稽
味
の
あ
る
無
言
劇
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
て
お
り
、
天
平
勝
宝
四
年
（
七
五
二
）
の
東
大
寺
の
大
仏
開
眼
会
で
も
披
露

さ
れ
た
記
録
が
残
る
。
正
倉
院
宝
物
と
し
て
七
七
面
が
現
存
す
る
こ
と
も
周
知

の
と
お
り
で
あ
る
。
か
つ
て
は
そ
れ
ほ
ど
中
核
的
な
演
劇
で
あ
っ
た
と
い
え

る
が
、
現
代
で
は
す
で
に
廃
絶
し
、
近
年
に
は
復
曲
も
試
み
ら
れ
て
い
る
が
９

、

わ
ず
か
な
記
録
や
そ
の
他
の
古
典
芸
能
に
残
さ
れ
て
い
る
形
跡
を
た
ど
る
、
と

が
秦
氏
の
居
住
地
で
あ
っ
た
こ
と
と
関
係
が
深
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、「
池
」
と
い
う
地
名
が
天
平
時
代
か
ら
大
和
国
内
に
存

在
し
た
こ
と
、
そ
れ
は
現
在
の
磯
城
郡
内
と
み
ら
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
天
平
二

年
の
正
税
帳
に
み
え
る
「
池
神
戸
」
が
磯
城
郡
田
原
本
町
法
貴
寺
の
「
池
坐
朝

霧
黄
幡
比
売
神
社
」
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

し
た
が
っ
て
、
万
葉
歌
に
詠
ま
れ
た
「
池
神
」
と
は
、
早
く
に
松
岡
静
雄
が

指
摘
し
て
い
た
よ
う
に
、「
池
坐
朝
霧
黄
幡
比
売
神
社
」
を
指
し
て
い
た
可
能

性
が
高
い
と
考
え
る
。

四　

伎
楽
と
秦
氏

次
に
、「
池
坐
朝
霧
黄
幡
比
売
神
社
」
に
お
い
て
伎
楽
「
力
士
舞
」
が
演
じ

ら
れ
た
可
能
性
に
つ
い
て
探
っ
て
み
た
い
。
そ
れ
に
は
ま
ず
、
伎
楽
に
つ
い
て

確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
も
旧
稿
と
重
な
る
が
、
要
点
を
再

掲
し
て
お
く
。

伎
楽
は
、『
日
本
書
紀
』に
拠
れ
ば
、推
古
天
皇
二
十
年（
六
一
二
）に
百
済
人
・

味
摩
之
が
伝
え
た
と
さ
れ
る
。

又
百
済
人
味
摩
之
帰
化
曰
、
学
于
呉
、
得
伎
楽
儛
。
則
安
置
桜
井
、
而
集

少
年
、
令
習
伎
楽
儛
。
於
是
、
真
野
首
弟
子
・
新
漢
済
文
、
二
人
習
之
伝

其
儛
。
此
今
大
市
首
・
辟
田
首
等
祖
也
。
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楽
舞
是
也
。

（
中
略
）

古
記
曰
、
聖
徳
太
子
我
朝
生
来
シ
給
テ
後
、
自
百
済
国
渡
舞
師
味
摩
子
、
妓

楽
ヲ
写
シ
留
テ
、
大
和
国
橘
寺
一
具
、
山
城
国
太
秦
寺
一
具
、
摂
津
国
天

王
寺
一
具
、
所
寄
置
也
。

（
後
略
）

山
田
孝
雄
は
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）「
萬
葉
集
訓
義
考
」
に
お
い
て
、
契

沖
の
説
を
引
用
し
た
上
で
、『
笛
譜
』（
九
六
六
年
跋
）
と
『
教
訓
抄
』
と
に
お

け
る
「
伎
楽
」
の
曲
名
を
挙
げ
て
そ
の
関
連
を
指
摘
し
た

11

。 

『
万
葉
集
』
巻

一
六
・
三
八
三
一
番
歌
に
お
い
て
、「
白
鷺
」
が
「
桙
」
を
く
わ
え
て
飛
ぶ
さ

ま
を
「
力
士
舞
か
も
」
と
詠
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
当
該
歌
が
詠
ま
れ
た

時
点
で
は
、
伎
楽
の
「
力
士
」
は
、「
桙
」
を
連
想
す
る
棒
状
の
道
具
を
用
い

た
所
作
を
伴
う
曲
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。『
教
訓
抄
』の「
力

士
」
の
項
に
、「
マ
ラ
フ
リ
舞
」
と
あ
る
の
を
彷
彿
さ
せ
る
と
諸
説
が
指
摘
す

る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

『
教
訓
抄
』
は
後
世
の
記
録
で
は
あ
る
が
、『
日
本
書
紀
』
に
み
え
る
伎
楽
の

伝
来
を
伝
え
た
上
で
、
古
記
に
曰
く
と
し
て
橘
寺
・
太
秦
寺
・
天
王
寺
に
一
式

を
伝
え
る
と
あ
る
。
天
王
寺
に
は
現
在
も
天
王
寺
楽
所
が
存
続
し
て
お
り
、
十

分
信
頼
に
値
す
る
。
一
方
橘
寺
は
、
今
は
楽
所
を
置
い
て
い
な
い
も
の
の
聖
徳

太
子
ゆ
か
り
の
地
で
あ
り
、『
日
本
書
紀
』
に
は
、
北
側
に
隣
接
す
る
川
原
寺

い
う
困
難
な
作
業
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。

1　
『
教
訓
抄
』

そ
の
詳
細
に
つ
い
て
書
き
記
し
た
現
存
す
る
最
古
の
書
は
、
南
都
楽
所
の
楽

人
で
あ
っ
た
狛
近
真
に
よ
る
『
教
訓
抄
』
で
あ
る
。
そ
の
本
文
か
ら
、
次
に
伝

記
と
「
力
士
」
に
関
す
る
部
分
の
み
を
掲
出
す
る

10

。

　
　
　

一
、
妓
楽

四
月
八
日
仏
生
会
ト
曰
。
七
月
十
五
日
妓
楽
会
ト
曰
フ
。
此
笛

大お
は
む坂
府
生
則
方
之
流
也
。
一
方
狛
行
光
、
一
方
尾
張
則
元
。
舞
者
東
大
寺
職

掌
紀
氏
伝
之
。
興
福
寺
ニ
ハ
、
大
神
氏
并
坂
田
氏
、
寺
役
等
舞
也
。

此
舞
者
、
聖
徳
太
子
之
御
時
、
従
百
済
国
被
渡
舞
師
未
摩
子
云
、
所
伝
置
妓

楽
曲
也
。
而
古
老
云
、
楊
梅
神
ノ
御
相
伝
ト
云
。
可
尋
之
。

（
中
略
）

次
、
力
士
。
手
タ
ヽ
キ
テ
出
、
金
剛
開
門
。

壱
越
調
音
、
火
急
吹
之
。
可
吹
三
返
。
謂
之
マ
ラ
フ
リ
舞
。
彼
五
女
ケ

サ
ウ
ス
ル
所
、
外
道
崑
崙
ノ
カ
ウ
伏
ス
ル
マ
ネ
也
。
マ
ラ
カ
タ
ニ
縄
ヲ

付
テ
引
テ
、
件
ラ
ウ
打
ヲ
リ
、
ヤ
ウ

く
〔
ニ
〕
ス
ル
躰
ニ
舞
也
。

或
人
云
、
尺
迦
仏
ノ
御

也
。
ヨ
バ
イ
ニ
マ
ハ
ス
ル
ト
ハ
是
也
ト
云
。

（
中
略
）

太
子
伝
曰
、
推
古
天
皇
廿
年
春
正
月
一
日
カ
、
百
済
味み

ま

し

摩
之
化
来
自
曰
、

学
呉
国
得
伎
楽
舞
。
則
安
置
桜
井
村
。
而
集
少
年
令
習
伝
。
今
諸
寺
ノ
伎
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と
号
せ
し
よ
り
こ
の
か
た
、
代
々
の
人
、
風
月
の
景
を
借
つ
て
、
こ
の
遊

び
の
中
だ
ち
と
せ
り
。
そ
の
後
、か
の
河
勝
の
遠
孫
、こ
の
芸
を
相
続
ぎ
て
、

春
日
・
日
吉
の
神
職
た
り
。
よ
つ
て
、
和
州
・
江
州
の
輩
、
両
社
の
神
事

に
従
う
事
、今
に
盛
ん
な
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
風
姿
花
伝
』
序
）

こ
こ
に
表
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
自
分
た
ち
春
日
大
社
と
大
津
の
日
吉
神

社
の
祭
礼
に
参
勤
す
る
大
和
猿
楽
・
近
江
猿
楽
の
役
者
は
、
神
事
に
携
わ
る
神

職
で
あ
る
と
自
負
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

聖
徳
太
子
と
秦
河
勝
は
、
と
も
に
推
古
朝
の
人
物
で
あ
り
、
河
勝
が
太
子
に

仕
え
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
秦
河
勝
が
伎
楽
ま
た
は
そ
の
他
の

芸
能
に
直
接
関
与
し
た
と
い
う
史
実
は
な
く
、
古
代
の
秦
氏
と
伎
楽
の
関
連
も

指
摘
は
で
き
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
風
姿
花
伝
』
に
み
え
る
よ
う

に
、
あ
る
時
か
ら
秦
氏
と
の
結
び
つ
き
が
盛
ん
に
取
り
沙
汰
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
。
世
阿
弥
の
娘
婿
と
な
っ
た
金
春
禅
竹
の
『
明
宿
集
』（
室
町
中
期
）
に
も
、

そ
う
し
た
伝
承
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

秦
河
勝
と
芸
能
が
結
び
つ
け
ら
れ
た
の
は
、
文
献
上
で
は
『
風
姿
花
伝
』
が

最
古
で
あ
る
が
、
そ
の
「
第
四
神
儀
云
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

一
、
日
本
国
に
於
い
て
は
、
欽
明
天
皇
の
御
宇
に
、
大
和
の
国
泊
瀬
の
河

に
洪
水
の
折
節
、
河
上
よ
り
、
一
つ
の
壺
流
れ
下
る
。
三
輪
の
杉
の
鳥
居

の
ほ
と
り
に
て
、
雲
客
こ
の
壺
を
取
る
。
中
に
み
ど
り
子
あ
り
。
か
た
ち

柔
和
に
し
て
、
玉
の
ご
と
し
、
こ
れ
、
降
り
人
な
る
が
故
に
、
内
裏
に

か
ら
九
州
大
宰
府
へ
伎
楽
団
が
派
遣
さ
れ
た
と
い
う
記
事
が
み
え
る
こ
と
か
ら
、

か
つ
て
は
伎
楽
団
が
置
か
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。

残
る
太
秦
寺
は
、
秦
氏
ゆ
か
り
の
寺
で
あ
る
。『
日
本
書
紀
』
に
は
、
推
古

天
皇
一
一
年
（
六
〇
三
）
に
秦
河
勝
が
聖
徳
太
子
か
ら
仏
像
を
受
領
し
て
蜂
岡

寺
を
建
立
し
た
こ
と
、
ま
た
推
古
天
皇
三
一
年
（
六
二
三
）
に
は
新
羅
国
が
献

上
し
た
仏
像
を
葛
野
の
秦
寺
に
安
置
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
同
寺
に
現

存
す
る
国
宝
の
仏
像
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

前
述
し
た
大
和
の
「
法
貴
寺
」
に
つ
い
て
も
、
秦
河
勝
の
創
建
と
伝
え
、
秦

氏
ゆ
か
り
の
地
に
建
っ
て
い
る
こ
と
は
極
め
て
興
味
深
い
。
た
と
え
ば
『
聖
徳

太
子
伝
暦
』（
九
一
七
年
）
に
お
い
て
、「
伎
楽
」
の
伝
来
伝
承
が
変
貌
し
、
聖

徳
太
子
伝
説
の
形
成
の
中
で
新
た
な
意
味
が
付
与
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
12
。
後
世
に
伝
説
化
す
る
に
は
、
そ
こ
に
附
会
に
足
る
何
ら
か
の
関

連
性
が
見
い
だ
し
得
た
か
ら
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

2　
『
風
姿
花
伝
』

秦
河
勝
の
伝
承
と
い
う
点
で
見
逃
せ
な
い
書
物
に
、世
阿
弥
の『
風
姿
花
伝
』

（
一
四
〇
〇
年
～
一
四
〇
二
年
成
立
）
が
あ
る
。『
教
訓
抄
』
か
ら
さ
ら
に
時

代
は
降
る
が
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る

13

。

そ
れ
、
申
楽
延
年
の
事
わ
ざ
、
そ
の
源
を
尋
ぬ
る
に
、（
中
略
）
推
古
天

皇
の
御
宇
に
、
聖
徳
太
子
、
秦
の
河
勝
に
仰
せ
て
、
か
つ
は
天
下
安
全
の

た
め
、
か
つ
は
諸
人
快
楽
の
た
め
、
六
十
六
番
の
遊
宴
を
な
し
て
、
申
楽
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番
申
楽
を
紫
宸
殿
に
て
仕
る
。（
略
）

　

秦
氏
安
よ
り
、
光
太
郎
・
金
春
ま
で
、
廿
九
代
の
遠
孫
な
り
。
こ
れ
大

和
の
国
円
満
井
の
座
な
り
。
同
じ
く
氏
安
よ
り
相
伝
へ
た
る
聖
徳
太
子
の

御
作
の
鬼
面
、
春
日
の
御
神
影
、
仏
舎
利
、
こ
れ
三
つ
、
こ
の
家
に
伝
は

る
所
な
り
。

一
、
当
代
に
お
い
て
、
南
都
興
福
寺
の
維
摩
会
に
、
講
堂
に
て
法
味
を
行

ひ
給
ふ
折
節
、
食
堂
に
て
舞
延
年
あ
り
。
外
道
を
和
ら
げ
、
魔
縁
を
静
む
。

そ
の
間
に
、
食
堂
前
に
て
、
か
の
御
経
を
講
じ
給
ふ
。
す
な
は
ち
、
祇
園

精
舎
の
吉
例
な
り
。

し
か
れ
ば
、
大
和
の
国
春
日
興
福
寺
の
神
事
行
ひ
と
は
、
二
月
二
日
、
同

じ
く
五
日
、
宮
寺
に
お
い
て
、
四
座
の
申
楽
、
一
年
中
の
御
神
事
始
め
な

り
。
天
下
太
平
の
御
祈
祷
な
り
。

一
、
大
和
の
国
春
日
の
御
神
事
に
相
随
ふ
申
楽
四
座
。

外
山　

結
崎　

坂
戸　

円
満
井

（
後
略
）

「
申
楽
」
の
起
源
と
し
て
記
さ
れ
た
伝
承
は
、『
日
本
書
紀
』
や
『
教
訓
抄
』

に
お
け
る
「
伎
楽
」
の
伝
来
伝
承
と
重
な
る
部
分
が
多
い
。
世
阿
弥
以
前
に
そ

う
し
た
伝
承
が
形
成
さ
れ
て
い
た
の
か
、
世
阿
弥
に
よ
る
意
図
的
な
記
述
で

あ
っ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、先
述
し
た
と
お
り
、河
勝
が
六
十
六
番
の
「
物

奏
聞
す
。
そ
の
夜
、
御
門
の
御
夢
に
み
ど
り
子
の
云
は
く
、「
我
は
こ
れ
、

大
国
秦
の
始
皇
の
再
誕
な
り
。
日
域
に
機
縁
あ
り
て
今
現
在
す
」
と
言
ふ
。

御
門
、
奇
特
に
思
し
召
し
、
殿
上
に
召
さ
る
。
成
人
に
従
ひ
て
、
才
智
人

に
越
え
ば
、年
十
五
に
て
大
臣
の
位
に
上
り
、秦
の
姓
を
下
さ
る
る
。「
秦
」

と
い
ふ
文
字
、「
は
だ
」
な
る
が
故
に
、
秦
の
河
勝
、
こ
れ
な
り
。

　

上
宮
太
子
、
天
下
少
し
障
り
あ
り
し
時
、
神
代
・
仏
在
所
の
吉
例
に
ま

か
せ
て
、
六
十
六
番
の
物
ま
ね
を
か
の
河
勝
に
仰
せ
て
、
同
じ
く
六
十
六

番
の
面
を
御
作
に
て
、
す
な
は
ち
河
勝
に
与
へ
給
ふ
。
橘
の
内
裏
紫
震
殿

に
て
こ
れ
を
勤
ず
。
天
下
治
ま
り
、
国
静
か
な
り
。
上
宮
太
子
、
末
代
の

た
め
、
神
楽
な
り
し
を
、「
神
」
と
い
ふ
文
字
の
偏
を
除
け
て
、
旁
を
残

し
給
ふ
。
こ
れ
、
日
暦
の
「
申
」
な
る
が
故
に
「
申
楽
」
と
名
づ
く
。
す

な
は
ち
、
楽
し
み
を
申
す
に
よ
り
て
な
り
。
ま
た
は
、
神
楽
を
分
く
れ
ば

な
り
。

（
中
略
）

一
、
平
の
都
に
し
て
は
、
村
上
天
皇
の
御
宇
に
、
昔
の
上
宮
太
子
の
御
筆

の
申
楽
延
年
の
記
を
叡
覧
な
る
に
、
ま
づ
、
神
代
・
仏
在
所
の
始
ま
り
、

月
氏
・
辰
旦
・
日
域
に
伝
は
る
狂
言
綺
語
を
以
て
、
讃
仏
転
法
輪
の
因
縁

を
守
り
、
魔
縁
を
退
け
、
福
祐
を
招
く
。
申
楽
舞
を
奏
す
れ
ば
、
国
穏
や

か
に
、
民
静
か
に
、
寿
命
長
遠
な
り
と
、
太
子
の
御
筆
あ
ら
た
な
る
に
よ

つ
て
、
村
上
天
皇
、
申
楽
を
以
て
天
下
の
御
祈
祷
た
る
べ
き
と
て
、
そ
の

頃
、
か
の
河
勝
こ
の
申
楽
の
芸
を
伝
ふ
る
子
孫
、
秦
氏
安
な
り
。
六
十
六
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太
郎
や
世
阿
弥
ら
の
先
祖
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
村
上
天
皇
に
よ
る
「
弁
散
楽
」
へ
の
答
え
で
あ
り
、
実
作

者
は
「
蔵
人
文
章
得
業
生
藤
原
雅
材
」
で
あ
っ
て
、「
秦
氏
安
」
と
は
実
は
架

空
の
人
物
で
あ
る

14

。
対
策
と
は
、
大
学
寮
に
お
け
る
最
高
過
程
の
試
験
問
題

と
答
案
文
で
あ
り
、
受
験
資
格
は
文
章
得
業
生
ら
が
有
す
る
も
の
で
、「
散
楽

得
業
生
」
で
は
な
い
こ
と
か
ら
も
、
そ
れ
は
う
か
が
え
る
。

そ
れ
で
も
、
こ
こ
で
架
空
の
人
物
と
は
い
え
「
秦
」
の
名
が
登
場
し
た
こ
と

に
は
意
味
が
あ
る
。
こ
の
頃
に
は
、
秦
氏
と
「
散
楽
」
と
の
結
び
つ
き
が
そ
れ

ら
し
く
思
え
る
背
景
が
あ
り
、ま
た
、こ
れ
を
契
機
と
し
て
、後
世
に
「
能
楽
」

と
秦
氏
と
の
関
連
が
語
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
る
。

秦
氏
は
、
渡
来
系
の
集
団
が
名
乗
っ
た
姓
で
あ
る
と
い
い
、
あ
ま
り
に
多
岐

に
亘
る
た
め
実
態
の
解
明
は
困
難
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
秦
氏
と
伎
楽

と
の
間
に
は
、
渡
来
系
の
文
化
を
担
う
集
団
と
い
う
点
で
親
和
性
が
あ
っ
た
と

み
る
べ
き
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
上
で
、『
日
本
書
紀
』
に
あ
る
よ
う
に
、
推

古
天
皇
と
聖
徳
太
子
の
時
代
に
伎
楽
が
伝
来
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
こ
と
と
結
び

つ
け
ば
、『
風
姿
花
伝
』
に
書
か
れ
た
よ
う
な
伝
承
が
で
き
あ
が
る
。『
日
本
書

紀
』
に
よ
れ
ば
、
最
初
に
伎
楽
を
教
習
し
た
の
は
、
秦
氏
で
は
な
い
も
の
の
、

真
野
首
弟
子
と
新
漢
済
文
と
い
う
渡
来
系
氏
族
の
少
年
た
ち
で
も
あ
っ
た
。

ま
た
、『
教
訓
抄
』
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
中
世
に
は
太
秦
寺
に
伎
楽
団
が
置

か
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
寺
社
に
楽
所
が
置
か
れ
て
い
た
と
い
う
だ
け
で
な

く
、
上
述
の
よ
う
な
伝
承
を
反
映
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
り
、
総

ま
ね
」
を
し
た
史
実
は
な
い
。

霊
夢
に
よ
っ
て
欽
明
天
皇
に
重
用
さ
れ
る
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
自
体
も
、『
日

本
書
紀
』
欽
明
天
皇
条
の
即
位
前
記
の
霊
夢
譚
を
援
用
し
て
お
り
、本
来
は
「
秦

大
津
父
」
を
見
出
し
重
用
す
る
理
由
を
記
し
た
由
来
譚
で
あ
る
。
同
じ
秦
姓
を

名
乗
っ
て
は
い
る
が
、
河
勝
と
の
直
接
の
関
わ
り
は
指
摘
で
き
な
い
。

ま
た
、
師
事
し
た
金
春
光
太
郎
を
秦
河
勝
の
子
孫
で
あ
る
と
し
、
世
阿
弥
自

身
も
河
勝
の
子
孫
を
名
乗
る
。
そ
の
真
偽
は
定
か
で
な
い
が
、
そ
う
表
明
す
る

こ
と
で
何
ら
か
の
恩
恵
を
被
る
と
判
断
さ
れ
書
き
記
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

世
阿
弥
が
金
春
光
太
郎
に
師
事
し
た
こ
と
、
田
原
本
町
の
補
巌
寺
で
仏
道
修
行

し
た
と
い
う
こ
と
も
、「
申
楽
の
起
源
」
を
当
地
と
強
く
結
び
つ
け
て
語
る
こ

と
と
な
っ
た
理
由
と
み
ら
れ
る
。

傍
線
部
の
よ
う
に
、
仏
教
の
教
え
を
広
め
る
に
際
し
て
芸
能
が
活
用
さ
れ
た

こ
と
と
と
も
に
、
神
事
に
も
奉
仕
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
神
仏

習
合
の
時
代
に
お
け
る
芸
能
者
の
位
置
付
け
と
な
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
。「
春

日
の
御
神
影
」「
春
日
興
福
寺
」
と
あ
る
と
お
り
、
大
和
申
楽
四
座
が
春
日
大

社
と
興
福
寺
に
参
勤
し
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
村
上
天
皇
の
時
代
の
こ
と
と
し
て
「
秦
氏
安
」
の
名
が
み
え
る
こ
と

も
注
意
さ
れ
る
。
こ
れ
を
手
が
か
り
に
す
る
と
、『
本
朝
文
粋
』（
一
〇
六
〇
年

頃
成
立
）
に
載
る
、「
散
楽
得
業
生
」
で
下
級
武
官
で
あ
っ
た
「
秦
宿
禰
氏
安
」

な
る
人
物
が
散
楽
の
伝
統
に
つ
い
て
述
べ
た
対
策
文
に
辿
り
着
く
。『
風
姿
花

伝
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
秦
氏
安
」
が
「
秦
河
勝
」
の
子
孫
で
あ
り
、
金
春
光
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で
は
な
く
「
天
安
河
原
」
で
あ
り
、「
神
楽
」
も
「
細
男
」
も
登
場
し
な
い
。
ま
た
、

「
神
憑
り
」
は
記
紀
と
も
に
描
か
れ
る
が
、「
榊
」
は
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
舞
に

は
関
係
せ
ず
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ
と
フ
ト
タ
マ
が
勾
玉
や
鏡
を
取
り
付
け
る
木
で
あ

る
。
同
様
に
、「
火
処
焼
き
」
は
『
日
本
書
紀
』、「
踏
み
轟
か
す
」
は
『
古
事

記
』
に
基
づ
く
記
述
と
み
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、「
面
白
」
の
附
会
説
話
は
『
古

語
拾
遺
』
に
基
づ
い
て
い
る
。

さ
ら
に
、「
そ
の
御
声
ひ
そ
か
に
聞
え
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
、
こ
の
文
脈

で
は
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
声
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
が
、『
日
本
書

紀
』
の
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
は
声
を
発
し
な
い
。『
古
事
記
』
に
お
い
て
の
み
、
ア

メ
ノ
ウ
ズ
メ
と
天
照
大
神
の
会
話
が
描
写
さ
れ
る
。
加
え
て
、
天
照
大
神
の
発

話
行
為
と
し
て
原
文
に
「
内
告
」
と
あ
る
箇
所
を
、
現
行
の
『
古
事
記
』
テ
キ

ス
ト
類
で
は
「
ウ
チ
ヨ
リ
ノ
ラ
シ
シ
ク
」
な
ど
と
訓
読
す
る
が
、
兼
永
筆
本
な

ど
の
古
写
本
で
は
「
ヒ
ソ
カ
ニ
ツ
ケ
タ
マ
へ
ハ
」
と
訓
読
し
て
い
る
。

総
じ
て
、『
日
本
書
紀
』『
古
事
記
』『
古
語
拾
遺
』
を
融
合
さ
せ
た
よ
う
な
、

中
世
独
特
の
知
識
体
系
の
中
で
育
ま
れ
た
「
神
話
」
を
母
体
と
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
、「
第
四
神
儀
云
」
の
筆
者
は
、
何
ら
か
の
形
で
そ
う
し
た
知
識
を
知

り
得
る
環
境
に
い
た
と
み
ら
れ
る
。

『
古
事
記
』
に
し
て
も
、『
万
葉
集
』（
七
五
九
年
以
降
成
立
）
や
『
新
撰
亀

相
記
』（
八
三
〇
年
）
な
ど
に
一
部
引
用
さ
れ
つ
つ
も
忘
れ
去
ら
れ
、
近
世
に

な
っ
て
本
居
宣
長
が
「
再
発
見
」
し
た
と
さ
れ
て
き
た
が
、
中
世
に
も
『
日
本

書
紀
』
を
読
む
た
め
の
資
料
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
か
ね
て
指
摘
さ
れ
て

合
的
な
渡
来
文
化
の
担
い
手
と
し
て
の
秦
氏
の
イ
メ
ー
ジ
に
合
致
し
た
の
で
は

な
か
っ
た
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。

興
味
深
い
の
は
、『
風
姿
花
伝
』の
中
で
も「
第
四
神
儀
云
」が
異
質
な
内
容
で
、

文
体
も
異
な
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
こ
と
で
あ
る

15

。
識
者
の
編
著
に
基
づ
く

付
録
的
存
在
だ
っ
た
も
の
が
、
奥
義
篇
の
成
立
時
に
第
四
に
位
置
付
け
ら
れ
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る

16

。

3　
『
風
姿
花
伝
』
と
『
古
事
記
』

そ
う
し
た
観
点
か
ら
み
る
と
、『
日
本
書
紀
』
や
『
古
事
記
』
を
踏
ま
え
た

と
み
ら
れ
る
「
神
話
」
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。

一
、
申
楽
、
神
代
の
始
ま
り
と
い
つ
ぱ
、
天
照
太
神
、
天
の
岩
戸
に
籠
り

給
ひ
し
時
、天
下
常
闇
に
な
り
し
に
、八
百
万
の
神
達
、天
香
具
山
に
集
り
、

大
神
の
御
心
を
と
ら
ん
と
て
、
神
楽
を
奏
し
、
細
男
を
始
め
給
ふ
。
中
に

も
、
天
の
鈿
女
の
尊
、
進
み
出
で
給
ひ
て
、
榊
の
枝
に
幣
を
付
け
て
、
声

を
上
げ
、
火
処
焼
き
、
踏
み
轟
か
し
、
神
憑
り
す
と
、
歌
ひ
舞
ひ
奏
で
給
ふ
。

そ
の
御
声
ひ
そ
か
に
聞
え
け
れ
ば
、
大
神
、
岩
戸
を
少
し
開
き
給
ふ
。
国

土
ま
た
明
白
た
り
。
神
達
の
御
面
白
か
り
け
り
。
そ
の
時
の
御
遊
び
、
申

楽
の
始
め
と
、
云
々
。
く
は
し
く
は
口
伝
に
あ
る
べ
し
。

（『
風
姿
花
伝
』
第
四
神
儀
云
）

周
知
の
と
お
り
、
記
紀
に
お
い
て
八
百
万
の
神
が
集
う
の
は
「
天
香
具
山
」
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本
居
宣
長
以
前
の
『
古
事
記
』
研
究
の
足
跡
を
伝
え
る
史
料
の
存
在
は
特
筆
に

値
す
る

19

。

世
阿
弥
と
春
日
大
社
と
の
深
い
関
係
を
背
景
に
置
い
て
考
え
れ
ば
、
世
阿
弥

あ
る
い
は
そ
の
周
辺
の
人
物
が
、
識
者
に
接
す
る
機
会
が
あ
っ
た
可
能
性
は
十

分
に
考
え
ら
れ
、
そ
こ
で
得
た
情
報
に
基
づ
い
た
「
申
楽
の
歴
史
」
が
『
風
姿

花
伝
』
と
し
て
結
実
し
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
と
い
え
よ
う
。

な
お
、
田
原
本
町
内
に
は
他
に
も
、「
舞
庄
」
や
「
秦
楽
寺
」
と
い
う
地
名

が
残
り
、
芸
能
と
の
関
係
は
極
め
て
深
い
。『
風
姿
花
伝
』
に
は
、
西
暦
一
四

〇
〇
年
頃
の
大
和
に
お
け
る
伝
承
や
芸
能
者
が
置
か
れ
た
状
況
な
ど
が
交
錯
し

な
が
ら
、「
世
阿
弥
に
と
っ
て
の
申
楽
の
歴
史
」
が
語
ら
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
、

古
代
文
化
が
中
世
に
お
い
て
意
味
を
変
転
さ
せ
な
が
ら
享
受
さ
れ
て
い
た
様
子

の
一
端
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

少
な
く
と
も
中
世
に
お
い
て
は
、
伎
楽
あ
る
い
は
芸
能
と
秦
氏
と
の
間
に
、

浅
か
ら
ぬ
縁
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

五　
「
池
神
の
力
士
舞
」

で
は
、「
池
坐
朝
霧
黄
幡
比
売
神
社
」
の
場
合
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
す
で

に
記
し
た
と
お
り
、
秦
河
勝
の
創
建
と
さ
れ
る
法
貴
寺
と
当
社
は
ゆ
か
り
が
深

く
、
神
社
名
も
そ
れ
を
裏
付
け
て
い
る
。
な
お
、
祭
神
は
「
天
萬
栲
幡
千
千
比

売
命
」（
あ
め
の
よ
ろ
ず
た
く
は
た
ち
ち
ひ
め
の
み
こ
と
）
で
あ
り
、
こ
れ
も

お
り
、
近
年
で
は
さ
ら
に
、
中
世
に
独
特
な
「
中
世
神
話
」
の
一
翼
を
担
う
書

と
し
て
享
受
さ
れ
て
い
た
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る

17

。

最
古
の
写
本
が
「
真
福
寺
」
に
あ
る
こ
と
を
考
え
て
み
て
も
、
神
仏
習
合
の

時
代
に
お
け
る
僧
侶
や
神
道
家
、
貴
族
知
識
人
た
ち
に
よ
る
知
識
・
教
養
と
し

て
の
『
古
事
記
』
享
受
の
あ
り
よ
う
を
う
か
が
わ
せ
て
く
れ
る
。
そ
う
し
た
中

世
の
学
問
大
系
を
踏
ま
え
て
こ
そ
、
本
居
宣
長
が
手
に
し
た
『
古
事
記
』
寛
永

版
本
が
刊
行
さ
れ
、
宣
長
に
よ
る
『
古
事
記
伝
』
が
成
立
し
た
と
い
え
る
だ
ろ

う
。
斎
藤
英
喜
氏
は
、
宣
長
が
「
再
発
見
」
し
た
と
い
う
よ
り
、『
古
事
記
伝
』

は
「
中
世
神
話
」
同
様
に
、近
世
的
な
学
問
大
系
の
な
か
で
の
「『
近
世
神
話
』

の
創
造
」
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る

18

。
い
わ
ば
中
世
・
近
世
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代

に
読
み
替
え
ら
れ
作
り
替
え
ら
れ
て
き
た
「
神
話
」
の
中
に
『
古
事
記
』
が
息

づ
い
て
い
た
と
み
て
よ
い
。

た
と
え
ば
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
「
池
坐
朝
霧
黄
幡
比
売
神
社
」
と
も
世
阿

弥
と
も
縁
深
い
春
日
大
社
に
も
、
そ
う
し
た
状
況
の
中
で
書
き
記
さ
れ
た
と
み

ら
れ
る
蔵
書
類
が
現
存
す
る
。
同
社
は
多
く
の
神
代
巻
学
者
を
輩
出
し
て
い
る

こ
と
で
知
ら
れ
、
彼
ら
の
研
究
対
象
は
『
日
本
書
紀
』
と
、
当
時
は
そ
れ
に
並

ぶ
重
要
書
で
あ
っ
た
『
先
代
旧
事
本
紀
』
が
中
心
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
そ
れ
ら

に
次
い
で
『
古
事
記
』
も
学
ば
れ
て
い
た
形
跡
が
あ
る
。
な
か
で
も
、
中
臣

延
春
に
よ
る
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）
の
『
古
事
記
』（
中
巻
の
み
）
写
本
や
、

元
禄
一
三
年
（
一
七
〇
〇
）
に
春
日
若
宮
神
主
で
あ
っ
た
中
臣
祐
字
に
よ
っ
て

行
わ
れ
た
古
事
記
講
談
を
中
臣
祐
用
が
書
き
と
ど
め
た
『
古
事
記
聞
書
』
な
ど
、
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こ
と
か
ら
も
、
少
な
く
と
も
中
世
に
お
い
て
、
芸
能
が
盛
ん
な
地
で
あ
っ
た
こ

と
は
間
違
い
な
い
。

そ
れ
を
古
代
に
ま
で
敷
衍
さ
せ
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
が
、
一
つ
の
仮
説
と

し
て
、「
池
神
の
力
士
舞
」
が
「
池
坐
朝
霧
黄
幡
比
売
神
社
」
に
お
い
て
行
わ

れ
て
い
た
「
伎
楽
」
を
指
し
て
い
た
可
能
性
を
考
え
て
お
き
た
い
。

「
力
士
舞
」
に
つ
い
て
は
、
早
く
か
ら
「
力
士
儛
ハ
、
昔
サ
云
舞
ア
リ
テ
鉾

ヲ
横
タ
ヘ
テ
舞
ケ
ル
ニ
ヤ
」（『
万
葉
代
匠
記
』精
選
本
）と
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、

「
伎
楽
」
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
先
述
の
と
お
り
近
代
に

な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、『
万
葉
集
』
巻
一
六
・
三
八
三
一
番
歌
に
お
い
て
、「
白
鷺
」
が
「
桙
」

を
く
わ
え
て
飛
ぶ
さ
ま
を
「
池
神
の
力
士
舞
か
も
」
と
詠
ん
で
い
る
こ
と
か
ら

み
て
、
当
該
歌
が
詠
ま
れ
た
時
点
で
は
、
伎
楽
の
「
力
士
」
は
、「
桙
」
を
連

想
す
る
棒
状
の
道
具
を
用
い
た
所
作
を
伴
う
曲
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
推

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
歌
の
題
で
あ
る
「
詠
白
鷺
啄
木
飛
歌
（
白
鷺
の

木
を
啄
ひ
て
飛
ぶ
を
詠
め
る
歌
）」
に
も
目
を
向
け
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
実
景

か
絵
画
な
ど
で
あ
っ
た
か
は
不
明
と
し
て
も
、
眼
前
に
あ
っ
た
の
は
白
鷺
が
木

を
く
わ
え
て
飛
ぶ
様
子
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

当
該
歌
が
詠
ま
れ
た
古
代
に
は
、
ま
だ
各
地
で
伎
楽
が
演
じ
ら
れ
て
い
た
で

あ
ろ
う
中
で
、「
池
神
」
と
「
力
士
」
だ
け
が
結
び
つ
け
ら
れ
た
の
は
、
そ
れ

ほ
ど
人
々
の
記
憶
に
残
る
事
柄
が
あ
っ
た
か
ら
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
想
像
に

想
像
を
重
ね
る
し
か
な
い
が
、
と
り
わ
け
立
派
な
「
桙
」
が
用
い
ら
れ
て
い
た
、

機
織
り
に
由
来
す
る
女
神
と
考
え
ら
れ
て
い
る

20

。
秦
氏
と
の
関
連
は
い
う
ま

で
も
な
い
。

ま
た
、
至
徳
元
年
（
一
三
八
四
）
の
「
春
日
若
宮
会
目
録
」
に
、「
法
貴
寺

天
満
宮
」
が
み
え
、『
多
門
院
日
記
』
に
は
、
永
正
二
年
（
一
五
〇
五
）
九
月

一
九
日
に
、「
法
貴
寺
神
事
」
を
見
物
す
る
た
め
に
下
向
し
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
る
。
旧
暦
九
月
一
九
日
は
当
社
の
例
祭
日
で
あ
り
、
こ
れ
を
わ
ざ
わ
ざ
興

福
寺
の
多
門
院
が
見
物
に
訪
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
相
応
の
盛
大
な
祭

り
で
あ
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

『
式
内
社
調
査
報
告
』
に
よ
る
と
、
昭
和
五
七
年
当
時
、
年
中
恒
例
祭
は
二

五
回
を
数
え
て
い
る
。
現
在
は
途
絶
し
た
祭
事
も
あ
る
よ
う
で
、
境
内
に
建
て

ら
れ
た
当
社
の
年
中
行
事
を
記
し
た
石
碑
に
は
、
一
九
の
行
事
が
刻
ま
れ
て
い

る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
新
暦
一
〇
月
一
九
日
に
行
わ
れ
る
御
例
祭
は
、
平
成
八

年
以
降
は
最
寄
り
の
土
日
に
変
更
し
な
が
ら
も
続
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
御
例
祭
が
旧
暦
九
月
一
九
日
の
祭
事
と
み
ら
れ
、
多
門
院
が
見
物
に
訪
れ

た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
各
垣
内
か
ら
山
車
が
出
さ
れ
、
か
つ
て
は
引

き
回
さ
れ
て
い
た
が
、
現
在
は
飾
り
立
て
て
境
内
に
展
示
す
る
だ
け
と
な
っ
て

い
る
そ
う
で
あ
る
。
当
祭
礼
に
お
い
て
、
か
つ
て
「
伎
楽
」
が
奉
納
さ
れ
た
か

ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、前
出
の
法
貴
寺
縁
起
に
は
、九
月
の
祭
礼
時
に
「
流

鏑
馬
」
と
「
神
能
」
が
奉
納
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

現
在
の
境
内
地
の
南
に
位
置
す
る
舞
ノ
庄
遺
跡
か
ら
は
、
室
町
期
の
面
の
一

部
も
発
掘
さ
れ
た

21

。
周
辺
地
に
は
芸
能
に
ゆ
か
り
深
い
地
名
が
散
見
さ
れ
る
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の
想
像
力
と
創
造
力
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
、
興
味
は
尽
き
な
い
。

な
お
、
芸
能
に
関
す
る
事
柄
に
つ
い
て
は
、
面
打
師
の
見
市
泰
男
氏
の
ご
教

示
に
よ
り
知
り
得
た
こ
と
が
多
い
。
と
く
に
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。

［
注
］

1　

拙
稿
「『
万
葉
集
』
と
「
伎
楽
」
―
奈
良
の
文
化
資
源
を
掘
り
起
こ
す
―
」『
万

葉
古
代
学
研
究
年
報
』（
第
一
一
号
）
奈
良
県
立
万
葉
文
化
館
、
二
〇
一
三
年
三
月

2　

本
文
は
、
佐
佐
木
信
綱
編
『
萬
葉
集
叢
書
第
十
輯　

萬
葉
学
叢
刊
中
世
編
』（
古

今
書
院
、
一
九
二
八
年
）
に
拠
る
。

3　
『
式
内
社
調
査
報
告
（
第
三
巻　

京
・
畿
内
3
）』
皇
學
館
大
学
出
版
部
、
一
九

八
二
年
。
磯
城
郡
三
宅
町
石
見
の
鏡
作
神
社
を
当
て
る
説
も
あ
る
が
、
少
な
く
と
も

『
和
名
抄
』
の
時
点
で
は
「
鏡
作
郷
」
に
存
在
し
た
当
社
を
指
し
た
。

4　
「
飛
鳥
坐
神
社
」（
奈
良
県
高
市
郡
明
日
香
村
飛
鳥
）
な
ど

5　

実
相
院
の
縁
起
文
（『
大
和
志
料
（
下
巻
）』
奈
良
県
教
育
会
、
一
九
一
五
年
刊

　

所
収
）
に
拠
る

6　

野
村
伝
四
「
美
し
き
神
名
」『
磯
城
』
二
巻
五
号
、
一
九
三
九
年
一
〇
月

7　

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
日
本
書
紀　

2
』（
小
学
館
、
一
九
九
六
年
）、
ほ

か
多
数
。

8　
『
新
撰
姓
氏
録
』
の
本
文
お
よ
び
注
釈
は
、
佐
伯
有
清
『
新
撰
姓
氏
録
の
研
究

　

本
文
編
』（
一
九
六
二
年
）、『
新
撰
姓
氏
録
の
研
究　

考
証
編　

第
五
』（
一
九
八

三
年
）
と
も
に
吉
川
弘
文
館
）
に
拠
る
。

9　

天
理
大
学
雅
楽
部
に
よ
る
雅
楽
公
演
に
お
い
て
、
一
部
に
「
伎
楽
」
が
披
露
さ

れ
る
こ
と
も
あ
る
。
二
〇
一
四
年
一
一
月
二
三
日
に
は
、
同
部
に
伎
楽
公
演
を
依
頼

と
り
わ
け
立
派
な
「
力
士
面
」
が
あ
っ
た
、
な
ど
で
あ
る
。

そ
う
し
た
事
柄
で
は
な
く
表
現
上
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、
そ
も
そ

も
の
出
発
点
で
あ
る
「
白
鷺
」
を
詠
む
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
縁
語
と
も
い
え

る
「
池
」
が
導
か
れ
、
こ
と
さ
ら
に
「
池
神
」
の
地
で
の
「
伎
楽
」
を
想
起
し

た
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
伎
楽
が
各
地
で

演
じ
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、「
白
鷺
」
が
「
木
を
啄
ひ
て
飛
ぶ
」
様
子
を
詠

む
に
は
、「
池
神
の
力
士
舞
」
が
最
も
ふ
さ
わ
し
い
。
そ
の
よ
う
な
見
立
て
方

を
発
見
し
た
時
点
で
、
当
該
歌
が
成
立
し
得
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

六　

お
わ
り
に

以
上
、「
池
神
」
が
奈
良
県
磯
城
郡
田
原
本
町
法
貴
寺
の
「
池
坐
朝
霧
黄
幡

比
売
神
社
」
で
あ
る
蓋
然
性
が
高
い
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
。
そ
こ
が
大
和
申

楽
ゆ
か
り
の
地
で
あ
る
こ
と
、
申
楽
が
伎
楽
と
も
結
び
つ
き
得
る
こ
と
、
な
ど

に
つ
い
て
触
れ
た
上
で
、『
万
葉
集
』
巻
一
六
・
三
八
三
一
番
歌
の
「
池
神
の

力
士
舞
」
に
つ
い
て
再
考
し
た
。

そ
の
際
、『
教
訓
抄
』
や
『
風
姿
花
伝
』
な
ど
の
中
世
の
芸
能
書
や
寺
社
縁

起
に
も
触
れ
る
こ
と
と
な
り
、
神
話
に
せ
よ
歴
史
に
せ
よ
、
注
釈
を
施
し
あ
る

い
は
持
論
を
書
き
残
す
こ
と
で
、
新
た
な
「
神
話
」
や
「
歴
史
」
を
創
り
得
る

こ
と
を
あ
ら
た
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
を
誤
謬
や
牽
強
付
会
と
切
り
捨

て
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
時
代
毎
の
営
為
と
し
て
受
け
止
め
て
み
る
と
、
人
間
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立
橿
原
考
古
学
研
究
所
附
属
博
物
館
、
一
九
八
四
年
七
月
／
「
第
四
節　

五
穀
豊
穣

を
祈
る
―
遺
跡
出
土
の
面
と
能
―
」『
中
世
び
と
の
く
ら
し
と
喜
怒
哀
楽
』（
特
別
展

図
録
第
四
四
冊
）
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
附
属
博
物
館
、
一
九
九
四
年
一
〇

月

し
、
万
葉
文
化
館
庭
園
に
て
実
施
し
た
。
な
お
、
野
村
万
之
丞
『
マ
ス
ク
ロ
ー
ド
―

幻
の
伎
楽
再
現
の
旅
』（
日
本
放
送
出
版
協
会
、
二
〇
〇
二
年
）
も
あ
る
。

10　
『
教
訓
抄
』
本
文
は
原
則
と
し
て
、
林
屋
辰
三
郎
校
注
（
当
該
部
分
は
植
木
行

宣
校
注
）『
日
本
思
想
大
系
23　

古
代
中
世
芸
能
論
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
）

に
拠
る
。

11　

山
田
孝
雄
『
萬
葉
集
考
叢
』
寶
文
館
、
一
九
五
五
年
〔
初
出
:
「
ア
ラ
ラ
ギ
」

第
十
三
巻
十
一
号
（
一
九
二
〇
年
一
一
月
）〕

12　

阿
部
泰
郎
「
中
世
太
子
伝
の
伎
楽
伝
説
説
話
―
中
世
芸
能
の
縁
起
叙
述
を
め
ぐ

り
て
―
」『
芸
能
史
研
究
』
七
八
号
、
一
九
八
二
年
七
月

13　
『
風
姿
花
伝
』
本
文
は
原
則
と
し
て
、
奥
田
勲
・
表
章
・
堀
切
実
・
復
本
一
郎

校
注
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
88　

連
歌
論
集　

能
楽
論
集　

俳
論
集
』（
小
学
館
、

二
〇
〇
一
年
）
に
拠
る
。

14　

大
曽
根
章
介
・
金
原
理
・
後
藤
昭
雄
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
27　

本
朝

文
粋
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年

15　

注
13
に
同
じ

16　

小
山
弘
志
・
佐
藤
喜
久
雄
・
佐
藤
健
一
郎
・
表
章
校
注
『
完
訳　

日
本
の
古
典

　

第
四
十
七
巻　

謡
曲
集
（
二
）
風
姿
花
伝
』（
小
学
館
、
一
九
八
八
年
）
脚
注

17　

山
本
ひ
ろ
子
『
中
世
神
話
』（
岩
波
新
書
、
一
九
九
八
年
）、
小
川
豊
生
「
中
世

神
学
の
メ
チ
エ
」『「
偽
書
」
の
生
成
』（
森
話
社
、
二
〇
〇
三
年
）、
斎
藤
英
喜
『
読

み
替
え
ら
れ
た
日
本
神
話
』（
講
談
社
現
代
新
書
、
二
〇
〇
七
年
）、
伊
藤
聡
『
中
世

天
照
大
神
信
仰
の
研
究
』（
法
蔵
館
、
二
〇
一
一
年
）
な
ど

18　

斎
藤
英
喜「
異
貌
の
古
事
記
―
近
世
神
話
と
し
て
の『
古
事
記
伝
』」『
現
代
思
想
』

五
月
臨
時
増
刊
号
（
三
九
―
六
号
）
青
土
社
、
二
〇
一
一
年
二
月

19　

渡
辺
国
雄
解
説
（
複
製
本
）『
古
事
記
聞
書
』
古
事
記
学
会
、
一
九
六
三
年

20　

乾
健
治
山
邊
御
縣
神
社
宮
司
担
当
「
池
坐
朝
霧
黄
幡
比
売
神
社
」
の
項
『
式
内

社
調
査
報
告
（
第
三
巻　

京
・
機
内
3
）』
皇
學
館
大
学
出
版
部
、
一
九
八
二
年

21　
「
舞
庄
遺
跡
」『
大
和
を
掘
る
―
一
九
八
三
年
度
発
掘
調
査
速
報
展
―
』
奈
良
県


